
中央建設業審議会ワーキンググループ第二次中間とりまとめ 

～新たな競争時代に対応した地方公共団体の入札契約制度改革支援方策～ 

 

               平成１９年３月１５日      

Ⅰ はじめに 

 

  本ワーキンググループは、平成１７年１２月５日に設置され、各発注者が

一般競争入札の拡大と総合評価方式の拡充を柱とする入札契約制度改革を進

めるための条件整備について先行的に調査審議し、平成１８年３月２９日に

入札ボンドの導入等について、中間とりまとめを行ったところである。 

  その後、地方公共団体において入札談合事件が相次いで発生したことを重

く受け止め、全国知事会においては、プロジェクトチームを発足させ、平成

１８年１２月に「都道府県の公共調達改革に関する指針」をとりまとめたと

ころであり、これを機に都道府県をはじめ地方公共団体においては早急に入

札契約制度改革に取り組むことが求められている。 

建設投資の大幅な減少、過剰供給構造を背景とした価格競争の激化等とい

った建設産業が直面している新たな競争の時代の中で、昨今の入札契約制度

を取り巻く状況をみると、談合等不正行為を排除するため、競争性・透明性

の高い一般競争入札の拡大と総合評価の拡充、このための条件整備としての

入札ボンドの導入等競争環境の整備を基本とした施策を展開することが必要

である。 

一方、建設生産物は、発注者をはじめ、建設コンサルタント、元請等多数 

の当事者による共同作業により行われるものであり、発注者が、納税者に対

して最も価値の高い建設生産物を提供するためには、関係者間の対等な関係

の構築等新たな競争時代に対応した競争性・透明性の高い建設生産システム

への見直しが必要である。 

このため、発注者として期待される体制を備えていない場合や工事の態様

によっては一般的な発注方法では対応できない場合には、民間事業者のノウ

ハウを活用できる多様な調達手段を活用することが必要である。 

さらに、地方公共団体が、一般競争入札の対象範囲を大幅に拡大すること

に併せ、同様の特性を持った企業間での競争が促進されるよう適切な環境整

備を図っていく必要がある。 

 また、体制の脆弱な地方公共団体に対する総合評価方式の導入支援や極端 

な低入札への対応が必要である。 

 

以上のような状況を踏まえ、地方公共団体が入札契約制度改革を実施する

に当たって必要となる条件整備のうち、当面、検討を急ぐ下記の項目につい

て、中間的なとりまとめを行い、それぞれの課題への対応方針を示すことと

する。 

 

資料４－２ 

2



Ⅱ 個別課題への対応方針  

 

１ 発注者の能力と工事の態様に応じた多様な調達手段の活用方策 

 

納税者に対して最も価値の高い建設生産物を提供するためには、建設生

産物の設計意図の伝達や現場条件変更に伴う設計変更等といったマネジメ

ント業務が適切に評価され、実施されることが必要である。新たな競争時

代において、円滑な建設生産活動がなされるためには、発注者、建設コン

サルタント、元請等の関係者の役割・責任を明確にし、各々が責任を果た

すとともに、片務性を是正し、関係者が対等な関係を構築することが必要

である。 

このため、特に市町村など発注体制が脆弱な発注者においては、工事の

態様に応じ、自らのマネジメント能力を評価・認識し、必要な場合には、

発注者支援機関認定制度等国等の支援制度の活用を図る必要がある。また、

発注者、元請、建設コンサルタントで構成される三者協議の活用により設

計思想の伝達を図り、情報の共有化等に努めることが必要である。なお、

三者協議の活用にあたっては、当該工事の特記仕様書等への明記等位置づ

けを明確にし、建設コンサルタントについて、施工段階等での役割を求め

ることなどが必要である。 

さらに、発注者の能力、工事の態様に応じ、以下のような多様な調達手

段を活用し、発注者の意図に合った調達手段を選択することが必要である。 

 

（１）設計・施工一括発注方式の活用 

 

発注者は、工事の態様等を考慮し、各段階において適切な調達方法を検

討する必要がある。とりわけ、施工にあたり高度な技術を要する等の場合

においては、設計と施工の発注のあり方を十分検討し、性能発注方式、設

計・施工一括発注方式、詳細設計付発注方式などを活用することが考えら

れる。 

特に、機械、設備工事など高度かつ特殊な分野等においては、民間企業

に設計と施工に係る高度な技術力が蓄積・集中しているところであり、設

計と施工をあわせて発注する方が透明性と競争性を高めることができる工

事については、設計・施工一括発注方式、詳細設計付発注方式の導入を図

るべきである。この場合、想定される受注者としては、設計部門を有して

いる建設会社だけでなく、建設コンサルタントと建設会社の連合体が考え

られる。 

 

（２）ＣＭ、ＰＭ方式の活用 

ＣＭ（コンストラクションマネジメント）方式とは、ＣＭＲ（コンスト

ラクションマネージャー）が、発注者の補助者・代行者として、中立的な

立場を保ちつつ、設計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事
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発注方式の検討、工程管理、品質管理、法令遵守等各種マネジメント業務

の全部または一部を行う一方で、当該マネジメント業務に対して適正な対

価の支払いがなされるものであり、ＰＭ（プロジェクトマネジメント）方

式は、ＰＭＲ（プロジェクトマネージャー）がより川上の段階も含め各種

マネジメント業務を行うものであるが、発注者の体制、能力を補完する必

要がある場合には、設計・施工一括発注方式を採用する場合も含め、ＣＭ

又はＰＭ方式を活用することが有効である。 

このＣＭ又はＰＭ方式の導入にあたっては、ＣＭＲ又はＰＭＲの業務の

範囲、役割・責任やＣＭ又はＰＭ業務の対価の設定方法等整理すべき諸課

題があるが、試行を行い、実例を積み重ねながら改善し、導入していくこ

とが必要である。 

 

２ 建設業者の特性等に応じた適切な市場の設定 

 

（１）適切な競争環境の整備 

従来から地方公共団体は、指名競争入札を前提にして発注標準、入札参

加資格を設定し、公共調達を実施してきた。 

今後、地方公共団体においては、早急に入札契約制度改革に取り組むこ

とが求められているが、一般競争入札の対象範囲を大幅に拡大することに

併せ、工事の態様・規模に対応し、同様の特性（経営規模、施工能力、技

術等）を持った企業間での競争が促進されるよう適切な環境整備を図って

いく必要がある。 

このため、従来の発注標準、入札参加条件を地域の実情に即して見直し、 

工事の態様・規模や建設業者の特性に対応して適切に設定するよう努める

ことが必要である。 

その際、地域経済や災害等の危機管理等について考慮し、地域への配慮 

を行うとともに、入札参加条件として地域要件を設定するに当たっては、

応札可能者が競争制限的とならないよう、少なくとも２０～３０者以上と

なることを原則とすべきである。 

 

（２）ＣＭ、ＰＭ方式の活用 

また、技術的難易度が高い工事等については、これまで特定ＪＶが広

く採用されてきたが、地域の企業の施工能力の向上や発注者の施工監理

の能力を踏まえつつ、ＣＭ又はＰＭ方式として対応できるものについて

は、これらの方式を採用することが考えられることから、試行を重ねな

がら、活用方策の改善を行っていく必要がある。 

なお、特定ＪＶを活用する場合にあたっては、単体発注の原則、予備

指名の廃止、混合入札の活用等「共同企業体運用準則」の遵守の徹底を

図るべきである。 
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３ 総合評価方式の拡大に伴う支援方策等 

 

地方公共団体のうち、特に市区町村においては、総合評価方式の導入が

遅れていることから、市区町村の発注体制を考慮した市区町村向けの簡易

型の総合評価実施マニュアルを作成し、活用すること等により、総合評価

方式の拡充を図ることが必要である。 

また、市区町村においては、入札監視委員会等の第三者機関の設置が遅

れていることから、第三者機関の運営マニュアルを作成し、活用すること

等により、当該機関の設置を促進を図ることが必要である。 

 

４ 極端な低入札への対応 

 

いわゆるダンピング受注は、公共工事の品質確保等に支障を生じかねな

いことから、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度における具体的な

失格基準を適切に導入・活用し、ダンピング受注の排除を徹底する必要が

ある。 

 

 

Ⅲ おわりに 

 

  本中間とりまとめは、検討を急ぐ諸課題について、その対応方針を示した

ものであるが、関係機関においては、本中間とりまとめを踏まえ、速やかに

所要の取組を行うことが期待される。 

  このうち、Ⅱ２の建設業者の特性等に応じた適切な市場の設定については、

地域の実情、対象工事の態様・規模等に対応しどのように発注標準等を設定

するか、また、どのような工事にＣＭ又はＰＭ方式を活用するかについて、

引き続き検討を行うこととする。 
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事

等

標
準
設
計
で
対
応
で
き
る
工
事
等

活
用
分
野

活
用
分
野

活
用
分
野

基
本
設
計
業
務

　
現
　
行

建
設
会
社
が
実
施

　
詳
細
設
計
付
発
注
方
式

建
設
ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄが
実
施

　
設
計
・
施
工
一
括
発
注
方
式

　
設
計
－
施
工
の
流
れ

設
計
業
務

施
　
　
　
　
工

建
設
会
社
 又
は
 建
設
ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ・
建
設
会
社
の
連
合
体
が
実
施

詳
細
設
計
業
務

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
実
施

建
設
会
社
が
実
施

別
添
資
料
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設
計
・
施
工
一
括
発
注
方
式
に
お
け
る
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
建
設
会
社
の

企
業
連
合
（
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
）
の
制
度
上
の
整
理
に
つ
い
て

発
注
者

企
業
連
合
（
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
）

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

＆
建
設
会
社設
計
・
施
工

一
括
契
約

契
約
の
性
格

・
設
計
は
準
委
任
契
約

（
た
だ
し
、
詳
細
設
計
は
請
負
的
性
格
が
強
い
）

・
施
工
は
請
負
契
約

・
契
約
は
設
計
の
部
分
と
施
工
の
部
分
か
ら
な
る
一
本
の
契
約
（
価

格
は
設
計
と
施
工
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
）

企
業
連
合
の
性
格

・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
設
計
の
責
任
を
負

い
施
工
に
関
す
る
連
帯
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と

を
、
建
設
会
社
は
施
工
の
責
任
を
負
い
設
計

に
関
す
る
連
帯
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
を
明
確

に
す
る
こ
と
で
、
建
設
業
法
上
の
問
題
が
な
く

な
る

瑕
疵
担
保
責
任
の
あ
り
方

・
発
注
者
は
自
ら
の
指
示
に
よ
る
瑕
疵
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
う
。

・
そ
れ
以
外
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
の
構
成
員
の

い
ず
れ
か
の
瑕
疵
で
あ
り
、
設
計
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
が
、
施
工
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
建
設
会
社
が
負
う

発
注
の
性
格

・
設
計
と
施
工
を
一
本
の

契
約
で
発
注
し
、
総
合
評

価
方
式
に
よ
り
受
注
す
る

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
を
選
定

設
計
・
施
工
一
括
発
注
方
式
に
お
い
て
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
建
設
会
社
の
企
業
連
合
（
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
）
を
活
用
す
る
場
合
の
考

え
方
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

別
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Ｃ
Ｍ
Ｒ
 

ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
 

Ｃ
Ｍ
方
式
（
ピ
ュ
ア
Ｃ
Ｍ
）
の
概
要
及
び
Ｃ
Ｍ
方
式
の
パ
タ
ー
ン

（
活
用
方
式
の
特
徴
）
 

・
設
計
、
施
工
の
領
域
に
対
し
て
発
注
者
の
経
験
が
少
な
い
工
種
の
発
注

時
に
有
効
 

（
Ｃ
Ｍ
Ｒ
の
業
務
例
）

 
・
設
計
以
降
の
全
体
を
ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
 

・
発
注
者
を
ト
ー
タ
ル
に
支
援
 

（
活
用
方
式
の
特
徴
）
 

・
設
計
段
階
か
ら
建
設
会
社
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
た
方
が
効
果
的
な
工

事
に
お
い
て
、
発
注
者
の
経
験
が
少
な
い
場
合
に
有
効
的
。
ま
た
、
災
害

復
旧
時
等
、
時
間
的
に
余
裕
が
な
い
場
合
な
ど
で
も
有
効
 

（
Ｃ
Ｍ
Ｒ
の
業
務
例
）
 

・
設
計
以
降
の
全
体
を
ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
 

・
発
注
者
を
ト
ー
タ
ル
に
支
援
 

Ｃ
Ｍ
方
式
の
概
要
 

 
発
注
者
の
補
助
者
・
代
行
者
で
あ
る
ｺﾝ
ｽ
ﾄ
ﾗ
ｸ
ｼ
ｮ

ﾝ
ﾏﾈ
ｰｼ
ﾞｬ
ｰ(
CM
R
)が
、
技
術
的
な
中
立
性
を
保
ち
つ

つ
、
発
注
者
の
側
に
立
っ
て
、
設
計
・
発
注
・
施

工
の
各
段
階
に
お
い
て
設
計
の
検
討
や
工
事
発
注

方
式
の
検
討
、
工
程
管
理
、
品
質
管
理
、
法
令
遵

守
な
ど
の
各
種
ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
業
務
の
全
部
又
は
一
部

を
行
う
も
の
。
以
下
で
は
、
施
工
上
の
リ
ス
ク
を

負
わ
な
い
ピ
ュ
ア
Ｃ
Ｍ
を
例
示
 

Ｃ
Ｍ
業
務
の
対
価
の
構
成
 

 
Ｃ
Ｍ
業
務
の
対
価
 

＝
直
接
人
件
費
＋
直
接
経
費
＋
間
接
経
費
 

＋
特
別
経
費
＋
利
益
（
一
般
的
に
間
接
経
費
に

計
上
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ｃ
Ｍ
Ｒ
の
選
定
方
式
 

・
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
 

・
選
定
過
程
の
透
明
性
・
公
平
性
を
確
保
す
る
た
 

め
、
選
定
委
員
会
を
設
置
し
、
審
査
基
準
を
策
定

別
添
資
料
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（
地
元
総
合
建
設
会
社
又
は
専
門
工
事
業
者
）

建
設
会
社
 
又
は
 
建
設
会
社
と
建
設
ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ
の
連
合
体
 

設
計
・
施
工
監
理
型
 

設
計
・
施
工
一
括
発
注
型
 

発
 注
 者
 

建
設
ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ
 

Ｃ
Ｍ
Ｒ
 

ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
 

発
 注
 者
 建
設
会
社
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大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
高
度
な

機
能
を
有
す
る
も
の
な
ど
発
注
者

の
経
験
が
少
な
い
工
種
を
発
注

す
る
場
合
の
対
応

・
地
方
空
港

・
地
方
港
湾

・
ダ
ム

・
ト
ン
ネ
ル

・
橋
梁

・
立
体
交
差

・
シ
ー
ル
ド

・
そ
の
他
新
技
術
・
新
工
法
対
応

・
博
物
館
、
美
術
館

・
医
療
施
設

・
そ
の
他
新
技
術
・
新
工
法
対
応

・
下
水
処
理
施
設

・
廃
棄
物
処
理
施
設

・
浄
水
施
設

・
ゴ
ミ
処
理
施
設

・
そ
の
他
新
技
術
・
新
工
法
対
応

事
業
が
分
離
・
分
割
し
て
い
る
こ

と
や
、
事
業
が
錯
綜
し
高
度
な
調

整
が
必
要
な
こ
と
へ
の
対
応

・
大
規
模
災
害
復
旧

・
都
市
再
開
発

・
官
民
の
合
築
及
び
複
合
建

　
築
物

・
大
規
模
な
下
水
処
理
施
設
及

び
管
渠

短
期
的
に
事
業
量
が
増
大
し
た

場
合
や
限
ら
れ
た
工
期
内
で
工

事
を
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
の
対
応

・
災
害
復
旧

・
災
害
復
旧

・
耐
震
補
強
対
策

Ｃ
Ｍ
方
式
の
活
用
分
野

土
　
木

建
　
築

設
 
備
　
・
　
そ
の
他

発
注
者
の

意
図
・
ニ
ー
ズ

分
　
　
　
野

別
添
資
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建
設
業
者
の
特
性
等
に
応
じ
た
適
切
な
競
争
市
場
の
設
定
に
つ
い
て

大
手
企
業

地
域
の
大
手
・
中
堅
企
業

〔
当
該
自
治
体
に
本
店
を
有
す
る
企
業
〕

【
工
事
規
模
】

【
難
易
度
】

競
争
制
限
的
と
な
ら
な

い
よ
う
、
適
切
な
地
域
要

件
等
の
設
定
。

（
少
な
く
と
も
応
札
可
能

者
は
２
０
～
３
０
者
以
上

を
原
則
と
す
る
。
）

施
策
イ
メ
ー
ジ

地
域
の
中
小
企
業

〔
当
該
自
治
体
に
本
店
を
有
す
る
企
業
〕

地
域
の
零
細
企
業

〔
当
該
自
治
体
に
本
店
を
有
す
る
企
業
〕

一 般 競 争 入 札 の 拡 大 指 名 競 争 縮 小

【
入
札
方
式
】

【
難
易
度
】

大
手
企
業

地
域
の
大
手
・
中
堅
企
業

〔
当
該
自
治
体
に
本
店
を
有
す
る
企
業
〕

地
域
の
中
小
企
業
〔
当
該
自
治
体
に
本
店
を
有
す
る
企
業
〕

地
域
の
零
細
企
業
〔
当
該
自
治
体
に
本
店
を
有
す
る
企
業
〕

大

一 般 競 争 入 札 指 名 競 争 入 札

【
入
札
方
式
】

【
工
事
規
模
】

地
域
の
工
事
の
大
半
は
、
地
域
の

整
備
、
維
持
補
修
、
災
害
復
旧
等

地
域
に
密
着
し
た
も
の

・
優
良
な
地
域
建
設
業
者
の
育
成
、

確
保
の
必
要
性
（
地
域
経
済
、

災
害
等
の
危
機
管
理
に
不
可

欠
）

・
地
域
建
設
業
者
の
施
工
能
力
の

向
上

地
域
の
実
情
に
即
し
、
工
事
の
態
様
・
規

模
、
建
設
業
者
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な

競
争
市
場
の
設
定
が
必
要

現
行

問
題
意
識

地
方
公
共
団
体
に
お

け
る
一
般
競
争
入
札

の
大
幅
な
拡
大

適
切
な
競
争
環
境
の
整
備
が
必
要

小 大

（
地
方
公
共
団
体
の
例
）

小

特
定
Ｊ
Ｖ

地
域
の
実
状
及
び
工

事
の
態
様
・
規
模
に

応
じ
て
適
切
に
設
定

C
M
、

PM
方
式
又
は

特
定
Ｊ
Ｖ

難
易
度
が
高
い
工
事

等
に
つ
い
て
は
、

・
Ｃ
Ｍ
、
Ｐ
Ｍ
方
式
の
活

用

・
特
定
Ｊ
Ｖ
の
活
用
に
あ

た
っ
て
は
、
予
備
指
名

の
廃
止
、
混
合
入
札
の

活
用
等

別
添
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W
TO
参
加
資
格
企
業

〔
経
審
で
一
定
点
数
以
上
の
企
業
〕

地
域
に
お
け
る
建
設
投
資

の
急
激
な
減
少
を
背
景
と

す
る
過
剰
供
給
構
造

ダ
ン
ピ
ン
グ
の
恐
れ

①
同
様
の
特
性
を
持
っ
た
企
業
間
で
の
競

争
促
進

②
地
域
経
済
や
災
害
等
の
危
険
管
理
等
、

地
域
へ
の
配
慮
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